
Ⅱ  需給調整・価格安定対策

１  輸入指定糖に関する業務

（１）輸入指定糖売買業務  

ア 輸入指定糖各種指標

（ア）砂糖調整基準価格、指定糖調整率及び二次調整金

令和３砂糖年度に適用される価格調整法第３条第１項の砂糖調整基準価格、

同法第９条第１項第１号の農林水産大臣の定める率（指定糖調整率）及び同法

第 24条第１項の農林水産大臣が定める額（二次調整金）は、令和３年９月 30日

に次のように告示された。  

○砂糖調整基準価格  1,000キログラムにつき 153,200円（ 153,200円）

○指定糖調整率   100分の 37.00（ 100分の 37.00）  

○二次調整金   1,000キログラムにつき 25,613円（ 25,613円）

注：（  ）内は令和２砂糖年度の数値である。  

（イ）機構買入価格（平均輸入価格）

輸入に係る指定糖の機構買入価格は、価格調整法第７条に基づき輸入申告の

時に適用される平均輸入価格とされており、粗糖の平均輸入価格は、同法第６

条並びに価格調整法施行令第７条及び第８条の規定に基づき、次の算定式に沿

って、３か月ごとに農林水産大臣により定められ、表 49のとおり告示された。 

平均輸入価格

適用期間の初日前 10日

から遡って過去 90日間

の Ｎ Ｙ 粗 糖 先 物 価 格

（ＮＹ 11）の平均額  

＋

産地→日本  

運賃、保険料、糖度調

整、輸入諸掛り、プレミ

アム等

＝ 平均輸入価格

（ウ）機構売戻価格

機構売戻価格は、価格調整法第９条第１項第１号により、砂糖調整基準価格

とその輸入申告の時に適用される平均輸入価格をもとに、指定糖調整率及び同

号ハ及びニの農林水産大臣が定める額（指定糖調整金軽減額）を用いて表 49の

とおり３か月ごとに算定された。  

（エ）指定糖調整金軽減額

異性化糖及び加糖調製品に係る軽減額として農林水産大臣が定める額（指

定糖調整金軽減額）は３か月ごとに定められ、表 49のとおり告示された。

・適用期間  令和３年４月１日から６月 30日まで

異性化糖  1,000キログラムにつき  0円（令和３年３月 29日告示） 

加糖調製品 1,000キログラムにつき 3,000円（令和３年３月 29日告示） 

・適用期間  令和３年７月１日から９月 30日まで

異性化糖   1,000キログラムにつき   0円（令和３年６月 28日告示） 

加糖調製品  1,000キログラムにつき 3,000円（令和３年６月 28日告示） 
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・適用期間  令和３年 10月１日から 12月 31日まで  

異性化糖   1,000キログラムにつき     0円（令和３年９月 28日告示） 

加糖調製品  1,000キログラムにつき  3,000円（令和３年９月 28日告示） 

・適用期間  令和４年１月１日から３月 31日まで  

異性化糖   1,000キログラムにつき     0円（令和３年 12月 27日告示） 

加糖調製品  1,000キログラムにつき  3,000円（令和３年 12月 27日告示） 

 

表 49 指定糖の機構買入価格、売戻価格及び売買差額等の推移  

 

 

イ  輸入指定糖売買業務の実績  

（ア）概要  

令和３事業年度においては、全適用期間を通じて平均輸入価格が砂糖調整基

準価格を下回ったため、価格調整法第５条第１項の規定に基づき、売買が行わ

れた。  

ａ  粗糖  

粗糖の売買のうち、条件付きでないものの売買契約数量は前年度比 13.4％

減の 10万 8579トン（ 234件）、売買差額は同 19.7％減の 41億 2352万 6000円、条

件付きのものの売買契約数量は同 15.6％減の 2852トン（ 52件）であった。  

ｂ  高糖度原料糖  

高糖度原料糖（糖度が 98.5度以上 99.3度未満の粗糖以外の原料糖をいう。）

の売買のうち、条件付きでないものの売買契約数量は前年度比 4.6％増の 89

万 7921トン（ 556件）、売買差額は同 8.5％減の 289億 3114万 4000円、条件付き

のものの売買契約数量は同 20.7％増の 4323トン（ 89件）であった。  

ｃ  粗糖・高糖度原料糖以外  

粗糖・高糖度原料糖以外の売買のうち、条件付きでないものの売買契約数量

は前年度比 40.0％増の１万 5253トン（ 1347件）、売買差額は同 18.9％増の４億

1032万 3000円、条件付きのものの売買契約数量は同 12.7％減の 1978トン（ 16件）

であった。  
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（イ）売買契約実績  

ａ  粗糖  

 
 

ｂ  高糖度原料糖  

 

  

(単位：キログラム、円）

区分

年月 件 数 数　　　量 件 数 数　　　量 件 数 数　　　量 売買差額（調整金）

令和３年４月 26 14,071,339 6 419,369 20 13,651,970 464,472,780

５月 24 11,316,780 6 75,652 18 11,241,128 382,905,701

　　 ６月 31 22,085,733 0 0 31 22,085,733 996,534,798

　　 ７月 29 8,024,644 8 470,669 21 7,553,975 257,953,797

　　 ８月 13 4,928,729 3 192,688 10 4,736,041 152,668,416

　　 ９月 31 17,060,367 3 273,514 28 16,786,853 674,570,371

　　 10月 27 6,637,266 4 197,049 23 6,440,217 193,908,507

　   11月 19 10,346,149 3 263,167 16 10,082,982 318,491,886

　   12月 29 7,373,017 4 216,028 25 7,156,989 303,032,389

令和４年１月 14 1,797,128 4 166,305 10 1,630,823 62,584,417

　　 ２月 21 3,442,038 5 240,840 16 3,201,198 115,445,599

　　 ３月 22 4,348,373 6 337,129 16 4,011,244 200,957,319

合　　計 286 111,431,563 52 2,852,410 234 108,579,153 4,123,525,980

総        数 うち条件付きのもの う ち 条 件 付 き で な い も の
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c 粗糖・高糖度原料糖以外  

 

 

（２）輸入指定糖入札業務  

価格調整法第 24 条第１項の規定により農林水産大臣が定める額（二次調整金）

の決定に資するため、輸入指定糖の価格に関する情報の収集を行うことを目的と

して輸入指定糖の入札を実施した。  

輸入指定糖入札実施要領に基づき、入札参加者の登録を行い（令和３事業年度に

ついては 20 者）、入札を４回行った。各回とも、全量が上限価格（二次調整金額か

ら１円を減じた額）で落札された（表 50）。  

 

表 50 輸入指定糖の入札結果  

 

 

２  加糖調製品に関する業務  

（１）輸入加糖調製品糖各種指標  

ア  加糖調製品糖調整基準価格及び加糖調製品糖調整率  

令和３砂糖年度に適用される価格調整法第 18条の２第１項の農林水産大臣が

定める額（加糖調製品糖調整基準価格）及び同法第 18条の６第１項の農林水産大

臣の定める率（加糖調製品糖調整率）は、令和３年９月 30日に次のように告示さ

(単位：キログラム、円）

区分

年月 件 数 数　　　量 件 数 数　　　量 件 数 数　　　量 売買差額（調整金）

令和３年４月 109 1,405,824 2 38,400 107 1,367,424 31,389,603

５月 124 1,783,319 0 0 124 1,783,319 50,402,905

　　 ６月 115 1,720,450 3 453,333 112 1,267,117 48,382,281

　　 ７月 103 1,072,477 1 217,017 102 855,460 21,922,667

　　 ８月 120 1,122,796 1 217,107 119 905,689 26,734,612

　　 ９月 97 1,386,401 2 433,701 95 952,700 27,102,052

　　 10月 111 1,411,830 2 235,623 109 1,176,207 24,687,107

　   11月 122 1,534,974 3 344,186 119 1,190,788 32,837,229

　   12月 138 1,567,013 1 19,200 137 1,547,813 47,837,454

令和４年１月 93 996,559 0 0 93 996,559 21,376,794

　　 ２月 114 1,203,310 0 0 114 1,203,310 24,884,472

　　 ３月 117 2,026,264 1 19,200 116 2,007,064 52,765,721

合　　計 1,363 17,231,217 16 1,977,767 1,347 15,253,450 410,322,897

総        数 うち条件付きのもの う ち 条 件 付 き で な い も の
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れた。  

○加糖調製品糖調整基準価格  1,000キログラムにつき 334,247円（ 324,807円） 

○加糖調製品糖調整率         100分の 30.40（ 100分の 30.30）  

注：（  ）内は令和２砂糖年度の数値である。  

イ  機構買入価格（平均輸入価格）  

輸入加糖調製品に係る機構買入価格は、価格調整法第 18条の４に基づき輸入

申告の時に適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じ

て得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水

産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額とされており、加糖

調製品糖平均輸入価格は、同法第 18条の３及び価格調整法施行令第 24条の８並び

に第 24条の９の規定に基づき、３か月ごとに農林水産大臣により定められ、表 51

のとおり告示された。  

    

ウ  加糖調製品糖標準価格  

加糖調製品糖標準価格は、価格調整法第 18条の２第１項第２号の規定に基づき、

輸入に係る粗糖についての機構売戻価格を価格調整法第９条第１項第１号に定

める算式によって、加糖調製品糖の価格に換算して３か月ごとに農林水産大臣に

より定められ、表 51のとおり告示された。  

 

表 51 加糖調製品糖の平均輸入価格等の推移  

                               （単位：円／トン）  

 

       区分  

 

年     四半期  

 

平均輸入  

価格  

 

加糖調製品  

糖標準価格  

令和３年  

 

 

令和４年  

４～６月  

７～９月  

10～ 12月  

１～３月  

121,707 

123,458 

128,243 

136,482 

215,768  

220,793 

233,914 

237,111 

注：輸入加糖調製品の買入価格、売戻価格及び売買差額  

（調整金）は、売買ごとの単価が異なるため表示しない。  

 

（２）輸入加糖調製品売買業務の実績  

ア  概要  

令和３事業年度においては、全期間で平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価

格を下回ったため、価格調整法第 18条の２の規定に基づき売買が行われた。  

輸入加糖調製品の売買契約数量は 41万 2771トン、売買差額は 71億 2109万円であ
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った。  

 

イ  売買契約実績  

（単位：キログラム、円）  

   区分  

 

年月  

 

数量  

 

売買差額  

令和３年４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

10月  

11月  

12月  

令和４年１月  

２月  

３月  

38,459,049 

33,580,861 

35,508,633 

33,520,223 

34,438,816 

29,622,290 

36,187,674 

37,345,134 

29,614,831 

37,281,293 

31,075,205 

36,137,288 

660,505,863 

516,738,395 

559,164,895 

567,771,891 

564,678,148 

512,648,960 

618,668,742 

674,615,089 

571,245,283 

642,816,032 

550,188,448 

682,047,874 

合  計  412,771,297 7,121,089,620 

 

３  異性化糖に関する業務  

（１）異性化糖各種指標  

ア  異性化糖調整基準価格、異性化糖調整率及び二次調整金  

令和３砂糖年度に適用される価格調整法第 11条第１項の異性化糖調整基準価

格、同法第 15条第１項第１号の農林水産大臣の定める率（異性化糖調整率）及び

同法第 25条第１項第１号の農林水産大臣が定める額（異性化糖二次調整金）は、

令和３年９月 30日に次のように告示された。  

・異性化糖調整基準価格  1,000キログラムにつき 189,886円（ 189,076円）  

・異性化糖調整率        100分の 17.42（ 100分の 17.13）  

・異性化糖二次調整金    1,000キログラムにつき 2,188円（ 2,674円）  

また、異性化糖二次調整金は、令和３年 12月 27日に、 1,000キログラムにつき  

14,321円と告示された。  

注：（  ）内は令和２砂糖年度の数値である。  

 

イ  機構買入価格（異性化糖平均供給価格）  

異性化糖に係る機構買入価格は、国内産異性化糖にあっては、価格調整法第 13

条第１項に基づき、当該異性化糖の移出の時に適用される異性化糖平均供給価格、

輸入異性化糖にあっては、同条第２項に基づき、当該異性化糖の輸入申告の時に

適用される異性化糖平均供給価格とされており、同法第 12条並びに価格調整法施
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行令第 21条及び第 22条の規定に基づき、３か月ごとに農林水産大臣により定めら

れ、表 52のとおり告示された。  

 

ウ  異性化糖標準価格  

異性化糖標準価格は、価格調整法第 11条第 1項の規定に基づき、輸入に係る粗糖

についての機構売戻価格を価格調整法施行令第 16条に定める算式によって、標準

異性化糖の価格に換算して３か月ごとに農林水産大臣により定められ、表 52のと

おり告示された。  

 

エ  機構売戻価格  

機構売戻価格は、価格調整法第 15条第１項により、異性化糖調整基準価格と国

内産異性化糖にあってはその移出の時に、輸入異性化糖にあってはその輸入申告

の時に適用される異性化糖平均供給価格をもとに、異性化糖調整率を用いて３か

月ごとに算定されることとなっている。  

なお、同法第 11条第１項ただし書の規定により、異性化糖平均供給価格が異性

化糖標準価格を超える場合は、異性化糖の機構への売渡し義務がないこととされ

ており、令和３事業年度においては全適用期間を通じて同規定が適用されたため、

機構売戻価格は算定されなかった（表 52）。  

 

表 52 異性化糖の機構買入価格、売戻価格及び異性化糖標準価格の推移  

 

 

（２）異性化糖売買業務の実績  

令和３事業年度においては、全適用期間を通じて異性化糖平均供給価格が異性

（単位：円/トン）

区　分

　年度・適用期間

令
和

２ 141,653 ― ― 125,604

砂

糖

年 ７～９月 151,610 ― ― 128,531

度

令
和

３ 10～12月 147,031 ― ― 132,883

砂

糖

年 152,777 ― ― 134,698

度

３

事
　
業
　
年
　
度 令和４年１～３月

注１：価格は、標準異性化糖についての価格であり、すべて消費税込の価格である。

注２：令和３事業年度は、平均供給価格が異性化糖標準価格を上回ったため売買は行われなかった。

注３：価格調整法第25条第１項第１号の規定に該当する場合の売戻価格は、表中の売戻価格に次の額
　　　が二次調整金分として加算される。
　　　　令和３年４月～令和３年９月…2,674円、令和３年10月～令和３年12月…2,188円、
　　　　令和４年１月～令和４年３月…14,321円

買入価格
(異性化糖平均供給価格)

売戻価格
売買差額
(調整金)

異性化糖
標準価格

令
　
和

令和３年４～６月
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化糖標準価格を上回ったため、価格調整法第 11条第１項ただし書の規定に基づき、

異性化糖の売買は行われなかった。  

 
４  輸入指定でん粉等に関する業務  

（１）指定でん粉等売買業務  

ア  指定でん粉等各種指標  

（ア）でん粉調整基準価格及び指定でん粉等調整率  

令和３でん粉年度に適用される価格調整法第 26条第１項のでん粉調整基準

価格及び同法第 31条第１項第１号の農林水産大臣の定める率（指定でん粉等調

整率）は、令和３年９月 30日に次のように告示された。  

○  でん粉調整基準価格  1,000キログラムにつき  165,960円（ 165,970円） 

○  指定でん粉等調整率  100分の 4.483（ 100分の 4.173）  

注：（  ）内は令和２でん粉年度の数値である。  

 

（イ）機構買入価格（平均輸入価格）  

輸入に係る指定でん粉等の機構買入価格は、価格調整法第 29条に基づき、輸

入申告の時に適用される平均輸入価格とされており、平均輸入価格は、同法第

28条並びに同令第 39条及び第 40条の規定に基づき、３か月ごとに農林水産大臣

により定められ、表 53のとおり告示された。  

 

（ウ）機構売戻価格  

機構売戻価格は、価格調整法第 31条第１項により、でん粉調整基準価格とそ

の輸入申告の時に適用される平均輸入価格をもとに、指定でん粉等調整率を用

いて表 53のとおり３か月ごとに算定された。  
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表53  でん粉の機構買入価格、売戻価格及び売買差額の推移  

 
イ 輸入指定でん粉等の売買業務の実績  
（ア）概要  
   令和３事業年度においては、全適用期間を通じて平均輸入価格がでん粉調整基準

価格を下回ったため、価格調整法第 27条の規定に基づき売買が行われた。  

a トウモロコシ（でん粉原料用輸入農産物） 

トウモロコシ（でん粉原料用輸入農産物）の売買契約数量は前年度比3.5％増の

301万77トン（986件）、売買差額は同12.6％減の75億3841万8000円であった。 

b でん粉 

でん粉の売買契約数量は、糖化用でん粉が前年度比5.0％減の７万8726トン（199

件）、化工でん粉用でん粉が同3.4％減の４万8753トン（253件）で、合計は同4.4％

減の12万7479トン（452件）であった。また、売買差額は、糖化用でん粉と化工で

ん粉用でん粉を合わせて同19.1％減の４億6951万7000円であった。 

 

  

区 分  

適用期間  
令

和  
２  

３  

令 

和  
３  

（単位：円/トン） 

年度  
（平均輸入価格）  

買入価格  
売戻価格  売買差額  

(調整金）  

77,991 3,831 
で  
ん  
粉  
年  
度  

７～９月  82,560 

 
86,041 

１～３月  85,190 

令  
  
和  

令和３年  ４～６月  74,160 

88,811 3,621 

3,481 

事  
  
業  
  
年  
  
度  

10～12 月  80,320 84,159 3,839 
で  
ん  
粉  
年  
度  

令和４年  
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（イ）売買契約実績 

a トウモロコシ（でん粉原料用輸入農産物） 

 

   

b でん粉 

 

 
 

（単位：キログラム、円）

区分

年月

令和３年 ４月 80 270,116,537 703,653,575

５月 88 258,826,086 674,241,952

６月 71 249,200,583 649,167,518

７月 98 306,874,942 726,372,987

８月 71 236,505,747 559,809,104

９月 91 313,594,105 742,277,250

10月 60 174,115,705 454,616,106

11月 82 234,000,665 610,975,739

12月 84 247,899,213 647,264,846

令和４年 １月 65 194,925,724 479,907,138

２月 72 176,045,553 433,424,152

３月 124 347,972,340 856,707,899

986 3,010,077,200 7,538,418,266

売買差額
（調整金）

合　　計

件 数 数　量

（単位：キログラム、円）

区分

年月 件 数 数　量 件 数 数　量 件 数 数　量
売買差額

（調整金）

令和３年 ４月 8 4,896,000 7 1,697,000 15 6,593,000 25,257,783

５月 22 9,792,000 16 3,254,400 38 13,046,400 49,980,758

６月 18 8,092,000 13 2,905,400 31 10,997,400 42,131,039

７月 16 6,511,000 30 6,435,400 46 12,946,400 45,066,418

８月 24 9,837,000 30 6,877,000 54 16,714,000 58,181,434

９月 15 5,961,000 25 5,031,800 40 10,992,800 38,265,936

10月 16 5,961,000 28 8,021,000 44 13,982,000 53,676,898

11月 12 6,069,000 18 4,170,000 30 10,239,000 39,307,521

12月 12 4,641,000 23 4,042,000 35 8,683,000 33,334,037

令和４年 １月 15 5,678,000 17 2,078,400 32 7,756,400 28,085,924

２月 16 4,887,500 21 2,201,375 37 7,088,875 25,668,814

３月 25 6,400,500 25 2,039,175 50 8,439,675 30,560,060

199 78,726,000 253 48,752,950 452 127,478,950 469,516,622合　　計

化工でん粉用でん粉糖化用でん粉 でん粉合計
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